
工程表（全体版）

4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月
８．復興まちづくり
（１）防災集団移転・区画整理等

（２）医療施設等

（３）学校施設等
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高等
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H２３ H24 H25
H26以降

 校舎等の本格復旧 

 応急仮設校舎の建設 

※防災機能の強化、公民館等関係施設との複合化・多機能化については、被災地からの要望に応じて対応。 

※被災幼稚園については、関係者の意向を踏まえ、認定こども園として復旧。 

校舎等の本格復旧 

医療施設等の復旧整備 

医療提供体制の再構築 

仮設診療所・仮設病棟の整備 

※仮設診療所（約５０箇所）については、平成２３年１０月末までに概ね整備済みであり、１２月末を目途に整備の完了を目指す。 

※地域医療再生基金を活用した仮設病棟（１箇所以上）については、現在調整中。 


